
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 厚生労働省が１月１０日に公表した２０２３年１１月の毎月勤労統計調査で、実質賃金は前年比で  

３．０％減少し、２０カ月連続でマイナスとなったことがわかりました。 
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【名目賃金と実質賃金】 

「名目賃金」は、労働者が受け取る賃金そのもので、受け取った額面通りです。 

しかし、名目賃金が１０％上がっても、物価が２０％上がっていれば、受け取っ

た賃金で買えるものは１０％減少することになります。そのため賃金の増減を

推し量るのに重要なのが「実質賃金」です。 

「実質賃金」は、名目賃金の上昇率と物価上昇率の差を表したものです。 
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